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ｊ：書？？鬘と才回診

食料・農業・農村攻策審議会家畜衛生部会第１６回牛豚等疾病小委員会の開催にっ

い て

大 臣

事務次官

副大臣 副大臣

担当係等起案者 伴

官房長

、家畜衛生部会長二

ト ご ４ ・ ｉ ｔ ｊ ｒ タ レ で

消費・安全局長ケレ＼……｀＝

≒ ｉ：ｊ紅い、～’“総務課長（プケｌｙ：ｊｊｊ

ぃ 犬 二 動 物 衛 生 課 長 悦

国際衛生対蓼室長・

国内防疫調整官汁レ＝

農林水産

政務官 政務官

‘ Ｓ

円

１

防疫企画班
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へ 、

じよレダ

ｒ １ ・ 線 ㎜ ）

へ

い



ｒ゛

「

伺 い

標記の件について、下記のとおり開催することとし、案により委員あてに通知してよ

ろしいか。

ゝ

記

１

べ
１日時：平成２３年１月２５、日（火）（予定）

● ●

２開催方法：郷送による持ち回り審議

￥ ●

３予定議題：（１）家畜伝染病予防法施行規則の一部改正について

（ ２ ） そ の 他 ニ
●

●

４

・ ｛ ● ■ ■

ｙ
９

ゝ Ｗ

ゝ

● ‘

ｙ ・

１ １

ｆ 「



（案外参考）

本改正の内容及び本会議を持ち回りで開催することについては、既に牛｀豚等疾病小委員会委員全員の了承を得ているところ。

ｊ‘Ｓ

‘ ｉ
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「

別紙委員あて

（件名）

（案）

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会長

番 号
年月日

時 下 ま す ま す 御 清 栄 の こ と と 御 拝 察 申 し 上 げ ま す ○ 、 。
さて、この度、食料・農業・農；村政策審議会家畜衛生部会第１６回牛豚等疾病小委員会

を下記のとお肩賂送４。こと竺ｊ／持ち回り審議にて開催いたします。
つきましては、お手数ではありますが、下記議題の（１）に対する御意見等について同

封の意見書に記入し、御署名、御捺印の上、御返送いただきますようお願い申し上げます。
なお、寺門委員におかれましては本件に係る当事者、清水委員におかれましては利益相

反者に当たるため、今回の審議への参加は御遠慮いただきレ資料の送付は議題（２）にっ
いてのみとさせていただきますので；御理解の上、御了承くださいますようお願い申し上
げ ま す 。 ・

記

１開催日：平成２３年１．Ｊｉｊｌ＆-．ｊｉｉ’１ョｅボ）

２ 方 法 ： 郵 送 に よ る 審 議

３ 議 題 ：
（ｉ）家畜伝染病予防法施行規則の一部改正について

（２）家畜伝染病の追加ばっいて（報告）

、ダ
ぐ



食料・農業・農村政策審議会
家 畜 衛 生 部 会 長 あ て

意 見 書

氏名

平成 年 月 目

印

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会第１６回牛豚等疾病小委員会の議題である下
記の事項について、意見は別紙のとおりです。

記

家畜伝染病予防法施行規則の一部改正について

・゜-

‘ＩＳ



ｒ`

ｒ`

今回の議題について、

・意見はｉ？欠のとおりです。

（別紙）

。 ・ 特 段 の 意 見 は あ り ま せ ん 。



【臨時
岡
寺

【専門
明
．
今

佐
清
津

食料・農業・農村政策審議会蒙畜衛生部会
牛豚等疾病小委員会委員

国立感染症研究所感染症情報センター長
共立製薬㈱最高技術顧問

（別紙）

（国）東京大学大学院農学生命科学研究科教授
（独）農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所

動物疾病対策センター長
（国）東北大学大学院農学研究科応用生命科学専攻教授
（株）微生物化学研究所研究開発部長
（独）農業・食品産業技術総合研究機構

動物衛生研究所企画管理部長

（五十音順、敬称略）

“Ｉへ
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食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
関
係
法
令
集
等
（
家
畜
衛
生
部
会
関
係
）

-

一

一

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
抄
）

食
料
・
農
業
・
１
　
村
政
策
審
議
会
令
。

三
一
食
料
・
ヽ
農
業
農
村
政
策
審
議
会
議
事
規
則

四
食
料
ｆ
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
に
お
け
る
部
会
の
設
置
に
つ
い
て

五
食
料
・
農
業
・
亘
村
政
策
審
議
会
家
畜
衛
生
部
会
運
営
内
規

六
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
抄
）

ｒ`

「



○
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法

第
一
章
総
則
（
略
）

ｊＳ

第
二
章
基
本
的
政
策
（
略
）

第
三
章
行
政
機
関
及
び
団
体
（
略
）

第
四
章
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会

（
設
置
）

第
三
十
九
条

ｊ`Ｎ（
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
法
律
第
百
六
号
）

農
林
水
産
省
に
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（権限）

第
四
十
条
審
議
会
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
ぽ
か
、
農
林
水
産
大
臣
又
は

関
係
各
大
臣
０
　

諮
間
に
応
じ
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。
ト

２
審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
農
林
水
産
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
審
議
会
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
、
家
畜
改
良
増
殖

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
、
飼
料
需
給
安
定

法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
六
号
）
、
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

Λ
十
二
号
）
、
果
樹
農
業
振
興
特
別
拾
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）
、
畜
産
物
。
の
価
格
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
、
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）
、
加
工

・
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
十
二
号
）
、
１
　
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
、
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
、
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法

（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
、
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
’
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
、
主
要
食
糧
の
需
給
及



び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
ク
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
八
号
）
及
び
有
機
１
　
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
カ
そ
の
権
限

￥

一

｀

に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
’
。
’
『

（
組
織
）

第
四
十
一
条

２３４

審
議
会
は
フ
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

委
員
は
、
前
条
第
】
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。
一

第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

第
四
十
二
条
審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、

資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
規
定
）

第
四
十
三
条

め
る
。

（
以
下
略
）

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定

「

ｒ`



ｊ -
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○

食

料

・

農

業

・

農

村

政

策

審

議

会

令

上

三

三
（
平
成
十
二
年
六
月
七
日
政
令
第
二
百
八
十
九
邑

内
閣
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
第
四
十
一
条
第
四
項
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

・
（
所
掌
事
務
）

第
」
条
食
料
・
農
業
・
農
‥
町
政
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
食
料
・
１
　
業
・
農
村
基
本
法
第
四
十
条
に
規
定

す
る
も
の
の
ほ
か
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
第
五
項
及

び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権

限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

（

組

織

）

・

プ

第
二
条
審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
・
の
任
命
）
し

第
三
条
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

２
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ぢ
か
ら
、
１
　
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
委
員
の
任
期
等
）

第
四
条
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
。
こ
と
が
で
き
る
。

３
臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す

る。
４
専
門
委
員
ぼ
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
。
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
’
。



５
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（会長）

第
五
条
審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。
・

２
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
。
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３
会
長
に
事
故
か
お
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（部会）

第
六
条
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３
部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

４
部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
『
理
す
る
。

５
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者

が

、

そ

の

職

務

を

代

理

す

る

。

。

、

６
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
ヽ
も
っ
て
審
議
会
の
‘
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（幹事）

第
七
条
審
議
会
に
、
幹
事
を
置
く
。

２
幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

３
幹
事
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
委
員
を
補
佐
す
る
。

４
幹
事
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（

議

事

）

〈

第
八
条
審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
三
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
。
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席
し
た
も
の
ヽ
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と

き

は

、

会

長

の

決

す

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

し

「

ｒ`



“自へ

‘ＩＳ

３
ｊ
ｍ
ｊ
ｌ
ｌ
項
の
規
定
は
、
’
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
。

（

庶

務

）

ブ

第
九
条
審
議
会
の
庶
務
は
、
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
企
画
評
価
課
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
食
品
安
全
部
企
画
情
報
課

及
び
国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局
地
方
整
備
課
の
協
力
を
得
て
処
理
す
る
。

（雑則）

第
十
条
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮

っ

て

定

め

る

。

ド



○
食
料
・
農
業
・
’
農
村
政
策
審
議
会
議
事
規
則

ｍ料成
農十
業九

詐
月
十
二
目

策
審
議
会
決
定
ｌ ｋ ＿ ＿ ＿ ノ

（総則）

第
一
条
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
及
び
食
料
・
１
　
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
に
規
定
す

る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
上

（
会
議
の
招
集
）

第
二
条
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

（議事）

第
三
条
会
長
は
、
審
議
会
の
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
運
営
す
る
。

２
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
ド
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
か
つ
中
立
な
審
議
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
又
は
特
定
の
個
人
若
し
く
は
団
体
に
不
当
な
利
益
若
し
く
は
不
利
益
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
会

議
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
会
長
は
、
議
事
の
円
滑
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
丿
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る
等
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
價
る
。

（
議
事
録
）

第
四
条
議
事
録
は
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
ず
る
。
た
だ
し
、
会
議
の
竃
営
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
｀
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
会
長
は
、
議
事
録
に
代
え
て
議
事
要
旨
を
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

臨

時

委

員

）

バ

第
五
条
臨
時
委
員
は
、
会
長
の
求
め
に
応
じ
て
審
議
会
に
出
席
し
、
特
別
の
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
行
い
又
は
意
見
を
述
べ
る
も

の
と
す
る
。

（

専

門

委

員

）

ト

第
六
条
専
門
委
員
は
、
会
長
の
求
め
に
応
じ
て
審
議
会
に
出
席
し
、
専
門
の
事
項
に
う
い
て
報
告
を
行
い
又
は
意
見
を
述
べ
る
も

の

と

す

る

。

＼

ｒ｀

ｒ｀



ｙ

“１●

へ

（

意

見

の

陳

述

）

丿

第
七
条
会
長
は
、
。
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
、
会
議
へ
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
説
明
又
は
意
見
の
陳
述
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

（

部

会

）

≒

第
八
条
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
会
長
」
と

あ
る
の
は
「
部
会
長
」
と
丿
「
審
議
会
」
’
と
あ
る
の
は
「
部
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
小
委
員
会
）

第
九
条
部
会
長
は
、
　

必
要
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
の
事
項
を
部
会
長
の
指
名
す
る
委
員
、
臨
゛
時
乗
員
又
は
専
門
委
員
に
よ
Ｉ

っ
て
構
成
す
る
小
委
員
会
に
付
託
し
、
調
査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
規
定
）

第
十
一
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。

附

則

（

施

行

期

日

）

＼

第
一
条
｛
丿
し
の
議
事
規
則
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
議
事
規
則
の
廃
止
）

第
二
条
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
議
事
規
則
（
平
成
十
三
年
年
月
二
Ｉ
目
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
決
定
）
は
廃

止
す
る
。



○
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
に
お
け
る
部
会
の
設
置
に
つ
い
て

＜

」

→
平
成
十
九

食
料
・
農
業
・
農 年
七
月
十
二
目

村
政
策
審
議
会
決
定
し ＿ ＿ ノ

第
」
条
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
部
会
を
置
き
、
こ
れ

ら
の
部
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

名
称
-企画部会

食
品
産
業
部

会食糧部会

家
畜
衛
生
部

会-果樹部会．

甘味資源

会-畜産部会
部

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法

事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

所

掌

事

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）

務の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
忙
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
、
資
源
の
．
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
、

食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
及
び
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
ｙ
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
附
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
・

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ

た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

ヽ
果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら

れ
た
事
項
を
処
理
ず
る
こ
と
。

砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権

限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
、
飼
料
需
給
安
定
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百

「

「



農
業
共
済
部

会農
業
農
村

興
整
備
部
会 振
一
冊 一

‘ＩＳ

‘Ｉｌｉ

五
十
六
脊
）
、
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
、
畜
産
物

の
価
格
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
、
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措

置
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
十
二
号
）
及
び
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九

十
八
号
）
の
規
定
に
よ
万
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
卜

農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
も
の
。

一
農
作
物
共
済
、
家
畜
共
済
、
果
樹
共
済
、
畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
設
共
済
の
共
済
掛
金
標
準
率
等
の
算
定

方

式

に

関

す

る

事

項

を

調

査

審

議

す

る

こ

と

。

ヽ

二
家
畜
共
済
に
係
る
診
療
点
数
及
び
薬
価
基
準
に
蘭
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

一
土
地
改
良
法
（
昭
和
土
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
及
び
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

二
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
。

ア
国
際
か
ん
が
い
排
水
委
員
会
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

イ
ド
か
ん
が
い
排
水
の
改
良
発
達
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。
’

第
二
条
部
会
の
議
決
は
、
審
議
会
の
議
決
’
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
部
会
の
議
決
に
関
し
他
の
部
会
と
０
　
調
整
を
要
す
る
と
き
又

は
部
会
の
議
決
が
食
料
、
農
業
及
び
農
村
に
’
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
政
策
に
係
る
重
要
な
も
の
で
審
議
会
に
お
い
て
審

議
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２
会
長
は
、
部
会
の
議
決
が
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
、
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
部
会
長
に
通
知
す
る
も

の

と

す

る

。

へ

３
会
長
は
、
前
項
の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
す
る
部
会
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
竺
条
部
会
の
庶
務
は
、

部

会

・
企
画
部
会
’

食
品
産
業
部
会

食
糧
部
会

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

課

ド

大
臣
官
房
企
画
評
価
課

総
合
食
料
局
食
料
企
画
課

総
合
食
料
局
食
糧
部
計
画
課
ヽ



家
畜
衛
生
部
会

果
樹
部
会

甘
味
資
源
部
会

畜

産

部

会

＼

農
業
共
済
部
会

農
業
農
村
振
興
整
備
部
会

消
費
・
安
全
局
動
物
衛
生
課

生
産
局
果
樹
花
き
課

生
産
局
特
産
振
興
課

生
産
局
畜
産
部
畜
産
企
画
課

経
営
局
保
険
課

農
村
振
興
局
企
画
部
事
業
計
画
課

「

「



○

‘ＩＳ

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
家
畜
衛
生
部
会
運
営
内
規

ｒ ‾ ‾ ‾ ｀ １

平

成

食
料
・
農

‘ｌｉ

業 十

農 九
村ト
，政年
策
審 八
議
会 月

二
家
畜
衛
生 十
部
会 四

ロＨ
決
定
Ｘ 、 ＿ ． ＿ ＿ ノ

第
一
条
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
家
畜
衛
生
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）
の
運
営
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策

審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
及
び
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
議
事
規
則
（
以
下
「
議
事
規
則
」
と

い
う
。
）
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
内
規
に
よ
っ
て
行
う
。

２
部
会
の
運
営
に
関
し
こ
の
規
定
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
部
会
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
議
事
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
部
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
小
委
員
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
小
委
員
会
の
所
掌

事

務

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

と

お

り

と

十

る

○

‘

”

じ プ
リ
オ
ン
病
小

＼ 委
員
会

家
き
ん
疾
病
小
委
員
会

’ 牛
豚
等
疾
病
小
委
員
会

名

称

- 一一

プ 議 家
リ す 畜
オ る 衛
ン こ 生
病 と 部
に，゜会
係 の
る ， 所
専 家
門 事
的 務｀ の

技 う
術 ち
的 →
な プ
助 り
言 オ
を ン
行 病
う に
こ 係
と．，る゜ 専

門
的

技
術
的
な
事
項
を
，調
査

- 一-

家 畜 家
き 議 畜
ん す 衛
の る 生
疾 こ 部
病 と 会
に ゜ の
係 所
る 掌
専 事
門 務
的 の
バ う
技 ち
術 ｀
的 家
な き
助 ん
言 の
を 疾
行 病
う ・ に
こ 係
と る゜ 専

門
的

技
術
的
な
事
項
を
調

一 -一

牛 審 家
豚 議 畜
等 す 衛
の る 生
疾 こ 部
病 と 会
に ゜ の
係 ‘ 所
る 掌
専 事
門 務
的 の｀ う
技 ち
術 ｀
的 牛
な 豚
助 等
言 の
を 疾
行 病
う に
こ 係
と る゜ 専

門
的

技
術
的
な
事
項
を
調

所

掌

事

務

第
三
条
小
委
員
会
の
会
議
は
、
部
会
長
が
招
集
す
る
。



第
四
条
小
委
員
会
征
小
委
員
長
を
置
き
、
小
委
員
会
に
属
す
る
臨
時
委
員
の
互
選
化
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

第
五
条
小
委
員
会
の
議
長
は
、
小
委
員
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
六
条
’
小
委
員
長
は
、
小
委
員
会
の
会
議
に
お
け
る
審
議
の
経
過
を
部
会
の
会
議
に
報
告
す
る
。

ｒ`

ｒ｀



‘ＩＳ

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
抄
）

第
一
章
総
則

‘ＩＳ

（
昭
和
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
法
律
第
百
六
十
六
号
）

（定義）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
家
畜
伝
染
病
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
伝
染
性
疾
病
で
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
相
当
下
欄
に

掲
げ
る
家
畜
及
び
当
該
伝
染
性
疾
病
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
家
畜
に
っ
い
て
の
も
の
を
い
う
。

一
牛
疫

二
牛
肺
疫
̶

三
口
蹄
疫

四
流
行
性
脳
炎

五
狂
犬
病

六
水
胞
性
ロ
炎

七
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱

ハ
Ｌ
炭
疸

九
出
血
性
敗
血
症

十
ブ
ル
セ
ラ
病

伝
染
性
疾
病
の
種
類

牛牛牛牛牛牛牛

十
ヽ
一
結
核
病
『
。

十
一
Ｔ
ョ
ー
ネ
病

十
三
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
病
（
農
林
水
産

牛牛

令
で
定
め
る
病
原
体
に
よ
る
も
’
の
に
限
る
。
）

牛

十四-十五-十六-十七
ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
病
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

伝
達
性
海
綿
状
脳
症

鼻
疸

馬
伝
染
性
貧
血
〈

牛牛牛牛牛馬馬

家
畜
の
種
類

め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

馬
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

馬
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

馬
、
豚

め
ん
羊
、
山
羊

馬
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

め
ん
羊
、
山
羊
、
豚

山
羊

め
ん
洋
、
山
羊

馬め
ん
羊
、
山
羊



●
ヽ

十

八

ア

ブ

リ

カ

馬

疫

馬

。

十

九

豚

コ

レ

ラ

二

豚

二

十

ア

フ

リ

カ

豚

コ

レ

ラ

豚

二

十

「

豚

水

胞

病

＼

豚

二
十
二
家
き
ん
コ
レ
ラ
　

＼
｛
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら

二

十

三

高

病

原

性

鳥

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

鶏

、

あ

ひ

る

、

う

ず

ら

二

十

四

’

ニ

ュ

ー

カ

ツ

ス

ル

病

鶏

、

あ

ひ

る

、

う

ず

ら

二
十
五
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら

に
限
る
。
）

二

十

六

腐

姐

病

ヽ

ご

み

つ

ば

ち

≒

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
単
畜
」
と
は
、
家
畜
伝
染
病
（
腐
姐
病
を
除
く
。
）
に
か
か
つ
て
い
る
家
畜
を
い
い
、
「
疑
似
患
畜
」

と
は
、
患
畜
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
家
畜
及
び
牛
疫
、
牛
肺
疫
、
。
口
蹄
疫
、
狂
犬
病
、
鼻
疸
又
は
ア
フ
リ
カ
豚
コ
レ
ラ
の
病
原
体
に

触
れ
た
た
め
、
又
は
触
れ
た
疑
い
が
あ
る
た
め
、
患
畜
と
な
る
お
そ
れ
示
あ
る
家
畜
を
い
う
。

３
１
　

林
水
産
大
臣
は
、
し
第
一
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
廃
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・
１
　

村
政
策
審
議
会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

。

（
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
）
‘

第
三
条
の
二
１
　
林
水
産
大
臣
は
、
家
畜
伝
染
病
の
う
ち
、
特
に
総
合
的
に
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
１
　
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
廠
査
、
消
毒
、
家
畜
等
の
移
動
の
制
限
そ
の
他
当
該

家
畜
伝
染
病
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
措
置
を
総
合
的
に
実
施
す
る
た
め
の
指
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
家
畜
伝
染
病
防

疫
指
針
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
は
、
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
基
づ
き
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
家
畜
伝
染
病
の
発
生

の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
＜

３
農
林
水
産
大
臣
は
、
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
を
作
成
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
・
１
　
業
・

農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

／ ゛

ｆ ‘



へ

第
二
章
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
の
予
防

ｊｌＳＩ

（
伝
染
性
疾
病
に
っ
い
て
の
届
出
義
務
）

第
四
条
’
‘
家
畜
が
家
畜
伝
染
病
以
外
の
伝
染
性
疾
病
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
届
出
伝
染
病
」
と
い
う
。
）

に
か
か
り
、
・
又
は
か
か
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
当
該
家
畜
を
診
断
し
、
’
又
は
そ
の
死
体
を
検
案
し
た

獣
医
師
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
遅
滞
な
く
、
当
該
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
伝
染
性
疾
病
を
定
め
る
農
林
水
産
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
を
す
る
と
き
は
、
厚
生
労

働
大
臣
の
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
第
一
項
の
規
定
は
、
家
畜
が
届
出
伝
染
病
に
か
か
り
、
。
又
は
が
か
つ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
第
四
十
条
又
は
第
四
十
五
条

の
。
規
定
に
よ
る
検
査
中
に
発
見
し
た
場
合
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
懲
定
め
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

４
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
１
　
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
旨
を
当

該
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
通
報
す
る
と
と
も
に
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
飼
養
衛
生
管
理
基
準
）

第
十
二
条
の
三
農
林
水
産
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
’
る
家
畜
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
、
当
該
家
畜
の
飼
養
に
係
る
衛
生
管
理

の
方
法
に
関
し
家
畜
の
所
有
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
（
以
下
「
飼
養
衛
生
管
理
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
飼
養
衛
生
管
理
基
準
が
定
め
ら
れ
た
家
畜
の
所
有
者
は
、
当
該
飼
養
衛
生
管
理
基
準
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
家
畜
の

飼
養
に
係
る
衛
生
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
。
ら
な
い
。
”

３
１
　
林
水
産
大
臣
は
、
飼
養
衛
生
管
理
基
準
を
設
定
し
、
改
正
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
、
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政

策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
も
な
い
｀
。

第
三
章
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
（
略
）

第
四
章
輸
出
入
検
疫
（
略
）



第
五
章
雑
則

（
監
視
伝
染
病
以
外
の
疾
病
に
対
す
る
こ
の
法
律
の
準
用
）

第
六
十
二
条
家
畜
そ
の
他
め
動
物
に
つ
い
て
監
視
伝
染
病
以
外
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
又
は
ま
ん
延
の
徴
が
あ
り
、
家
畜
の
生
産

又
は
健
康
の
維
持
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
動
物
及
び
疾
病
め
種
類
並
び
に
地
域
を
指
定
し
、

一
年
以
内
の
期
間
を
限
り
。
、
第
三
条
の
二
、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
三
章
の
規
定

及
び
こ
れ
に
係
る
こ
の
章
の
規
定
並
び
に
第
四
章
の
規
定
（
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
を
除
ぐ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
（
家
畜
以

外
の
動
物
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
「
条
か
ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
」
を
準
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
政
令
万
制
定
又
は
改
廃
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
こ

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
。

（
以
下
略
）

φ直～・
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